
「近江の伝統野菜」認定要綱 

 

令和３年４月１日 滋食ブ第８１号 

滋賀県農政水産部長通知 

 

（趣旨） 

第１条 持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例（令和２年滋賀県条例第54号。以下

「条例」という。）第12条の規定に基づき知事が認める「近江の伝統野菜」の認定の

要件および認定手続は、本要綱に定めるところによるものとする。 

 

（認定の要件） 

第２条 条例第12条に基づき知事が認める「近江の伝統野菜」として規定されている要

件は次のとおりとする。 

(1) 「県内において伝統的に生産されている」とは、「県内において明治以前に栽培

が開始され、生産者等により種子等の保存が行われているもの」をいう。 

(2) 「味、形状等において固有の特徴を備えている」とは、「味、形状や色等の外観

または遺伝形質のいずれかにおいて、一つ以上、他の品種等と明確な違いが認め

られるもの」をいう。 

 

（認定の手続） 

第３条 農業農村振興事務所長は、当該事務所が管轄する地域において、「近江の伝統

野菜」に該当する野菜についての情報を得たときは、その野菜の栽培状況やその特徴

等について調査を行い、その結果、当該野菜が「近江の伝統野菜」の要件に適合する

と判断した場合は、様式第１号により、食のブランド推進課長に報告するものとする。 

２ 食のブランド推進課長は、前項の報告を受けたときは、農業技術振興センター所長

に情報提供するとともに、当該野菜に関し、主となる生産者、関係団体および関係市

町ならびに外部有識者の意見を聴取するものとする。 

３ 農業技術振興センター所長は、前項により情報提供を受けたときは、当該野菜に関

する固有の特徴について確認し、その結果を食のブランド推進課長に報告するものと

する。 

４ 食のブランド推進課長は、前３項の内容について総合的に検討し、当該野菜を「近

江の伝統野菜」とすることが適当と認める場合は、その認定を行うものとする。 

 

付 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の制定前に「近江の伝統野菜」認定要領（平成30年1月15日付け滋食ブ第

42号滋賀県農政水産部長通知）に基づき「近江の伝統野菜」として既に認定されてい

るものは、第３条第２項に定める認定があったものとみなす。 

３ この要綱の制定により、「近江の伝統野菜」認定要領（平成30年1月15日付け滋食ブ

第42号滋賀県農政水産部長通知）は廃止する。 



（様式第１号） 

番            号 

令和 年（   年） 月 日 

 

 

 食のブランド推進課長 あて 

 

 

〇〇農業農村振興事務所長  

 

 

「近江の伝統野菜」に関する報告について 

 

 

 「近江の伝統野菜」の認定要綱（令和３年４月１日付け滋食ブ第 81号滋賀県農政水産部

長通知）第３条第１項に基づき、別紙のとおり報告します。 
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